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放送制度及び関連する取組の現状

資料２－２



1説明項目

 放送インフラの整備・維持に関する取組
 衛星放送関連の取組

情報空間が多様化していく中での放送の価値・役割（１）

 放送の価値・役割に関連する放送法上の規律
 放送番組への接触機会の確保（いわゆるプロミネンス）
 放送事業者に求められるガバナンス

今後の放送サービス・産業の在り方（２）

今後の放送インフラの整備・維持の在り方（３）

 放送事業者の経営の選択肢拡大に関する取組
 放送コンテンツ振興に関する取組

 NHKの現状（業務面、財務面、組織面）
 NHKの「三位一体改革」の現状

NHKの位置付け・役割（４）



2説明項目

情報空間が多様化していく中での放送の価値・役割（１）

 放送の価値・役割に関連する放送法上の規律
 放送番組への接触機会の確保（いわゆるプロミネンス）
 放送事業者に求められるガバナンス

今後の放送サービス・産業の在り方（２）

今後の放送インフラの整備・維持の在り方（３）

NHKの位置付け・役割（４）



3放送の価値・役割の整理（第１回のご意見をベースとしたもの）

放送の価値・役割

情報空間全体の課題 生成AIの発達により、こうした課題は更に増幅

「知る権利」の充足、民主主義の基盤の形成

地域コミュニティの形成と活性化

社会的一体感、日本人のアイデンティティの形成

国民の生命の維持 学びの機会の提供

取材や編集に
裏打ちされた

信頼できる報道

信頼性・速報性
のある災害情報

創意工夫が
なされたエンタメ

教育・教養分野
の情報

地域情報

 生成AIの発達によって情報空間全体の課題が更に増幅する中、放送の社会的機能・役割の重要性は上昇。
 こうした中で、放送事業者は、放送への信頼をアップデートし続け、より積極的かつ自覚的に役割を果たすことが重要。
 価値・役割を成立させるためには、質だけでなく、到達性・可視性との掛け算（リーチの確保）が重要。

アテンション・エコノミーの形成 誹謗中傷、偽・誤情報の氾濫 フィルターバブル、エコーチェンバーによる分断や対立

放送の
価値

放送法の諸規律

放送の役割
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 放送番組編集の自由 （第３条）
放送番組の編集には、原則として、他者（国を含む。）は介入できない。

 番組準則 （第４条第１項、第81条）
放送番組の編集に関する最低限のルールとして、放送事業者は、①公序良俗を害しないこと、②政治的に公平であること、③報道は事実を曲げないです

ること、④多角的な論点を明らかにすることが求められている。このほか、NHKには①公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与すること、②全国向
けの放送と地方向けの放送をそれぞれ行うこと、③過去の優れた文化の保存と新たな文化の育成・普及に役立つことが求められている。

  番組基準・番組審議機関 （第５・６条）
放送事業者は、自ら定める番組編集基準に従って番組を編集しなければならない。なお、番組編集基準は、自社内に設ける「放送番組審議機関（外

部有識者により構成）」という第三者的な組織により審議され、自己規律が働く仕組みとなっている。
このほか、放送法に基づかない放送事業者の自主的な取組として、第三者の立場から自主的に視聴者の人権擁護等を行うための機関である、放送倫

理・番組向上機構（BPO）が存在する。

 訂正放送の義務 （第９条）
真実でない事項の放送によって権利を侵害された本人等から請求があったときは、放送事業者は、訂正放送・取消し放送をしなければならない。

 番組調和原則 （第106条第１項）
教養、教育、報道、娯楽の各番組をバランス良く放送する。

 災害放送の義務 (第108条)
災害が発生し又はおそれがあるときは、その発生を予防し、その被害を軽減するために役立つ放送を行わなければならない。

 その他 あまねく受信義務・努力義務、マスメディア集中排除原則、字幕放送の努力義務、放送番組の一定期間保存義務、外資規制など

次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること。
 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

主 要 な 規 律

放送の価値・役割に関連する放送法上の規律
 放送は、憲法第21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与

するものとして、国民に広く普及されるべく、放送法において以下のような規律を規定。

目 的 （ 第 １ 条 ）



5放送番組への接触機会の確保（いわゆるプロミネンス）

「プロミネンスの在り方に係る実務者協議会」におけるプロミネンスの「要件の方向性（仮説）」

 コネクテッドTVという情報空間の一部において考えるならば、その目的は、災害時に生命・身体を守る迅速な情報発信、取材や編集に
裏打ちされた信頼性高い情報発信、知る自由の保障、社会の基本情報の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進、文化の保存・育
成、国民の知る権利の実質的な充足、公衆を包摂・形成する社会基盤といった放送の役割を引き続き発揮させ、健全な民主主義の発達
に寄与することである。

目的

 放送法の規律（４、５、106条等）がかかる地上基幹放送事業者が、放送編成と同程度のコンテンツを「見逃し配信」ならびに「同時配信」
にて提供する配信サービス

 地上基幹放送事業者“等”が一体となって、相当数の各局の放送編成と同程度のコンテンツを「見逃し配信」ならびに「同時配信」にて提
供する配信サービス

 地上基幹放送事業者の提供する地上基幹放送

対象

 （CTV等のホーム画面において、）映像を視聴することを主たる目的としたCTV等の機器（コネクテッドTV、チューナーレスTV、ストリー
ミングデバイス）において、複数事業者のアプリやコンテンツの選択が可能なプラットフォームであり、機器において基本となるホーム画
面。（但し、当該プラットフォームが一定規模以上の利用者等を有し、市場に対し一定の影響力を有する者を対象とする。

 （CTVリモコンにおいて、）放送波の視聴に関連するボタンやその機能

具現化する場・対象

 （CTV等のホーム画面において、）「対象プラットフォーム」において、「対象配信サービス」及び「地上基幹放送」の「アイコン」及び「コンテ
ンツサムネイル」に対し、適切な程度の顕著性を与えること。その際、具体の実施手法は、事業者間において協議し決定することが望まし
い。

 （CTVリモコンにおいて、）放送波の視聴に関連するボタンやその機能の維持

実施手法

【出典】「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」第34回会合（令和７年７月９日） 資料４（三菱総合研究所提出資料）に基づき、事務局作成

各国のプロミネンス制度の概要

（出典）デジタル時代の放送制度の在り方に関する検討会（第34回）資料34-4株式会社野村総合研究所資料を基に総務省作成

デジタル時代における放送の将来像と制度の
在り方に関する取りまとめ（第４次）（抜粋）

「プロミネンスの在り方に係る実務者協議会」での
議論の元となった「要件の方向性（仮説）」

 一部諸外国では、デジタル空間においても公共的な価値のある放送コンテンツが視聴者にとって容易に見つけられる環境を整備する
ため、コネクテッドテレビ上のプラットフォーム事業者等に対して放送事業者の放送サービスや配信サービス等を優先表示させることを
義務付ける、いわゆるプロミネンス制度を導入・運用。

 これまでの有識者会議では、諸外国での制度導入効果も必ずしも明らかではない中、プロミネンス制度の目的や対象、実施手法等
について、更なる検討を行うことが適当とされた。

（略）一部諸外国においては、放送事業者の放送サービスや配信サービス等
を優先表示させるプロミネンス制度が導入・運用されているが、各国において放
送の定義や制度の目的や規律の具体的な内容等に相違があり、また、本制度
による効果も現時点で必ずしも明らかになっていない。 
こういった既に制度を導入・運用している各国の状況や放送の定義等の制度を
踏まえつつ、プロミネンスといった放送番組への接触機会の確保の在り方について
は、放送コンテンツのインターネット配信の拡大を見据え、インターネットも含めた
情報空間全体という観点から、その目的や対象、実施手法等について、更なる
検討を行うことが適当である。 
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 近年、民間放送事業者において、ガバナンスの欠如等に起因して、放送に対する国民の信頼を失墜させる事案が発生。
 そのガバナンスを確保し、時代の変化に即応して経営をアップデートしていくことは、放送業界全体で対応していくべき必要な課題という

認識の下、放送事業者のガバナンスの確保に必要な方策を検討。

放送事業者に求められるガバナンス



7説明項目

情報空間が多様化していく中での放送の価値・役割（１）

今後の放送サービス・産業の在り方（２）

今後の放送インフラの整備・維持の在り方（３）

 放送事業者の経営の選択肢拡大に関する取組
 放送コンテンツ振興に関する取組

NHKの位置付け・役割（４）



8民放テレビ事業者のネットワーク系列

※ 赤字はラテ兼営社

（2026年４月１日時点）

 民放テレビ事業者は、複数社で連携することにより全国的なニュース取材や番組制作を効率的に行うため、いわゆる「系列」を形成。
 系列ローカル局は、キー局の番組・CMを放送することで、キー局から広告収入の分配（ネットワークタイム広告）を得ている。



9

※ 赤字はラテ兼営社
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※１ FM802は１社で超短波２波を保有
※２ InterFM897はJFNの特別加盟社
※３ 外国語放送を行う超短波放送

民放ラジオ事業者のネットワーク系列

（2026年４月１日時点）



10マスメディア集中排除原則

放送法 第１条 （目的）

放送法 第93条第１項

放送法 第91条 （基幹放送普及計画）

放送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること

放送が国民に最大限に普及されて、
その効用をもたらすことを保障すること

基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、
基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする

一の者が保有することができる放送局の数を制限することにより、

多元性、多様性、地域性の三原則を実現

基幹放送の業務の認定基準としてマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定

＜認定基準のうちマスメディア集中排除原則の部分＞ （放送法第93条第１項第５号）

基幹放送業務を行おうとする者が、次のいずれにも該当しないこと。

イ 基幹放送事業者

ロ イに掲げる者に対して『支配関係』を有する者 （X）

ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して『支配関係』を有する場合におけるその者 （Y・Z） Ｙ

Ｚ

Ｘ支配関係

支配関係

支配関係

基幹

 マスメディア集中排除原則は、「基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現
の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」ため、放送の多元性・多様性・地域性の確保を目的とする制度。

 同原則は、基幹放送事業者の複数兼営・支配を原則禁止しており、県域単位を基本とする放送免許、多チャンネルの普及政策と
あいまって、制度的に各地域に多数のローカル放送事業者を成立させてきた。



11経営の選択肢拡大のためのマスメディア集中排除原則の緩和
 マスメディア集中排除原則は、放送を取り巻く環境の変化が続く中で、経営の選択肢拡大のため、累次の緩和を図ってきた。
 他方、今後も情報空間の多様化が進む中で、放送体系の中での多元性・多様性・地域性確保のために、マスメディア集中排除

原則は引き続き必要かといった論点も存在。

1995年 ・放送対象地域が重複しない場合の支配関係の基準を緩和（議決権の1/10超→1/5以上）

2004年

・隣接特例、連続放送対象地域特例、経営困難特例を創設
①隣接特例：隣接している放送対象地域の数が７地域以内の連携の場合、支配関係の基準を緩和（議決権の1/5以上→1/3以上）
②連続放送対象地域特例：放送対象地域のすべてがそのうちのいずれか一つの放送対象地域に隣接している場合等において、議決権の保有制限、
役員兼任制限の規定を適用除外

③経営困難特例：経営困難時の特例措置として議決権保有制限、役員兼任制限を適用除外

2008年
・FM放送とテレビ放送の兼営特例を創設
・認定放送持株会社制度を創設
※認定放送持株会社の子会社である地上放送事業者の放送対象地域の数の合計が12以下であれば子会社は放送局を開設可能

2011年
・ラジオに係る適用除外を拡大

①放送対象地域の重複を問わず、ラジオ４局（コミュニティ放送を除く。）までは適用除外
②従来の兼営特例を拡大し、放送対象地域の重複を問わず、テレビ１局・ラジオ４局（コミュニティ放送は１局）までは適用除外

・放送対象地域が重複しない場合の支配関係の基準を緩和（議決権の1/5以上→33.33333/100超）

2023年

・認定放送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の地域制限（12都道府県まで）を撤廃
・放送対象地域の隣接・非隣接にかかわらず、テレビ、ラジオについて、それぞれ９局（コミュニティ放送の場合は放送対象
地域が９都道府県分）までの兼営・支配を可能とする特例を創設
※同一放送対象地域内ではテレビ１局、ラジオ４局（コミュニティ放送は１局）までが適用除外

2024年 ・認定放送持株会社制度を利用していない衛星基幹放送事業者と同程度まで、認定放送持株会社の関係会社の
トランスポンダ数の上限を緩和（0.5→４トランスポンダ）

2026年 ・テレビについて、同一放送対象地域内において広域放送を除き２局まで兼営・支配を可能とする改正を今後行う予定

• 1957年の民間テレビ一斉予備免許の際にマスメディア集中排除原則を条件として設定。
※複数の放送局の開設、一定割合を超える議決権のある資本の所有、一定割合を超える役員の兼任、常勤の役員又は主要職員の兼任等を禁止

• 1959年にはマスメディア集中排除原則を省令として制度化。新規開設の放送局について、一の者が所有・経営支配できる放送局を１局に限定。
 ※支配関係の基準：①議決権の総数の1/10超の所有、②1/5超の役員の兼任、③代表権を有する役員又は常勤の役員の兼任

• 2010年の放送法改正（翌年施行）によってマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定。
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 マスメディア集中排除原則の緩和以外にも、放送事業者の経営の選択肢拡大のため、主に以下のような施策を実施。

経営の選択肢拡大のための主なこれまでの施策

認定放送持株会社制度の創設（2007年放送法改正）
○ 経営の効率化、資金調達の容易化等のメリットを有する持株会社によるグループ経営を可能とするため、認定放送持株会社制度を

創設。
○ 認定放送持株会社制度を活用する場合は、特例として、複数の基幹放送事業者を傘下に置くことが可能となる。

地上波のハード・ソフト分離（2010年放送法改正）
○ 地上基幹放送について、ハード（無線局の設置・運用）とソフト（放送の業務）を一致させる（同一の事業者が行う）か、

分離させる（別々の事業者が行う）か制度上選択可能とした。

ソフト
（放送の業務の認定）

ハード
（無線局の免許）

放送対象地域a 放送対象地域b

認定放送持株会社 放送番組の同一化

異なる放送対象地域において放送番組を同一化できる制度の創設（2023年放送法改正）
○ 放送対象地域自体は変更せず、希望する地上テレビ局が、複数の放送対象地域において放送番組を同一化できる制度を創設。



13放送事業者による経営基盤強化に向けた動向

• 2025年４月１日、日本テレビ系列の４社（読売テレビ放送、中京テレビ放送、福岡放送及び札幌テレビ放送）
を完全子会社とする認定放送持株会社が設立。

読売中京FSホールディングス株式会社の設立

• 2026年３月25日、ラブエフエム国際放送、RKB毎日放送、九州朝日放送は、各社が運営するラジオ事業
｢LOVE FM｣、｢RKBラジオ｣、｢KBCラジオ｣の融合に向けた検討開始に合意したことを公表。

福岡県のラジオ３社の共同検討の開始

 放送事業者による経営基盤強化に向けた取組としては、近年では以下のような動きがある。

北陸放送のラジオ分社化に向けた新会社設立

• 2026年４月１日、ラジオ・テレビ兼営社である北陸放送は、2027年４月にラジオ事業を独立させる方針の下に、
分割準備会社を設立。
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企画・開発 ・ 多様なコンテンツに向けた企画・開発促進（ピッチングイベントでのセミナー実施等による国際共同制作など資金調達の多様化実証等）

製作
・ 放送コンテンツの製作取引における相談・紛争解決促進（放送事業者・製作会社へのアンケート調査、法律相談窓口の設置等）

・ 高品質コンテンツの製作支援（４K・VFXなど先進的技術を活用した高品質のコンテンツ製作費の補助）

権利処理 ・ 放送コンテンツの権利処理手続の効率化（権利処理ハンドブックの作成、システムの構築実証等）

流通
・ 国際見本市を通じた海外展開促進（国際見本市の共催、海外国際見本市でのセミナー開催による情報発信の効果検証等）

・ 日本コンテンツを集約した海外配信促進（海外視聴者のサービス受容性検証、視聴データ把握・分析等）

横断的
課題

・ 放送・配信コンテンツ製作のDX推進（DXによる効果測定等の実証等）

・ 放送・配信コンテンツの製作に係る人材育成（講習会、実技研修、海外派遣等を含む研修プログラムの実施等）

その他
・ 視聴データの利活用及び適切な保護の推進（データ利活用に向けた実証等）

・ プロミネンス関連（デモサービスを用いた実証等）

・ 地域の魅力を伝えるコンテンツ製作・海外発信支援（自治体等と連携したコンテンツ製作と海外情報発信に係る費用の補助等）

放送コンテンツ振興のためのこれまでの施策
 総務省ではこれまで、放送コンテンツ産業振興のための様々な施策を実施。

過去10年間（2017年度～2026年度）の主な予算施策

※2024年度で終了



15実写コンテンツ展開力強化アクションプラン
 我が国の経済の成長を実現するための戦略分野の１つとしてコンテンツが位置付けられており、実写コンテンツ（放送・配信）に

ついては、2026年１月から「実写コンテンツ展開力強化官民協議会」を開催し、同年４月には実写コンテンツ展開力強化アクション
プランを策定。

 総務省では今後、本アクションプランに基づき、官民の関係者と連携して、①海外展開・製作・資金調達、②人材育成・製作力
強化、③地域コンテンツ製作力・発信力強化に関する取組を実施していく予定。



16説明項目

 放送インフラの整備・維持に関する取組
 衛星放送関連の取組

情報空間が多様化していく中での放送の価値・役割（１）

今後の放送サービス・産業の在り方（２）

今後の放送インフラの整備・維持の在り方（３）

NHKの位置付け・役割（４）



17基幹放送の受信に係る事業者の責務（いわゆる「あまねく受信」）
 放送法では、社会的役割が期待される放送の最大限の普及を保障する観点から、NHKに対しラジオ放送（AMとFMのいずれか）

及びテレビジョン放送の全国普及を義務付けている（あまねく受信義務）※1。
 同様に、民間の基幹放送事業者に対しては、放送対象地域において、その放送があまねく受信できるよう努めること（あまねく受信

努力義務）を求めている。
 一方で、放送を取り巻く環境の変化が続く中、ユニバーサルサービスとしてのあまねく受信をこれまでどおりの手法で維持していくことは難

しいのではないかといった論点も存在※2※3。

○放送法（昭和25年法律第132号）
（業務）

第二十条 （略）
２～４ （略）
５ 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなけれ

ばならない。
６～13 （略）

（基幹放送の受信等に係る事業者の責務）
第九十二条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹

放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。）は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、
当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。

２ 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局を
やむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域において、当該基幹放送に
係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講ずるように努めるものとする。

※１ ＮＨＫについては、衛星放送によって最終的にあまねく受信義務が達成されていると解されているところ。ただし、難視聴解消を目的とした放送は、デジタル放
送への移行に際して終了している。

※２ ただし、これまでも物理的・経済的制約により中継局の電波が届かない地域があり、ＮＨＫが設置したＮＨＫ共聴や、住民が自主的に設置した自主共聴が存在。
※３ 2026年放送法改正によって、既存の中継局を廃止する際には、有線放送等による代替措置を行うことを努力義務としている。



18中継局の共同利用・ブロードバンド等代替

親局 ミニサテ局

中継光ファイバ等

小規模局大規模局・重要局

中継 中継

地上基幹放送事業者A

共同利用として制度上可能となる最大範囲

一の放送対象地域
（都道府県等）

親局 ミニサテ局小規模局大規模局・重要局

地上基幹放送事業者Ｂ 親局 ミニサテ局小規模局大規模局・重要局

地上基幹放送事業者Ｃ 親局 ミニサテ局小規模局大規模局・重要局

地上基幹放送事業者と異なる者（共同利用会社）が、
中継局の免許人となり、その中継局をまとめて運用・管理

中継局の共同利用

例：ケーブルテレビや配信サービス放送局

放送対象地域

小規模
中継局等 受信点

有線回線・
設備

放送局

放送対象地域

ブロードバンド等代替

地上波の基幹放送事業者の中継局を一括で保有・運用し、維持コスト負担軽減を図るため、NHKと民放の共同利用会社
（J-BN※ ）が設立。

地上波の基幹放送事業者においては、放送ネットワークの維持コスト負担軽減を図るため、小規模中継局等を有線一般放送
（ケーブルテレビ、IPマルチキャスト）や配信サービスで代替を行うことも検討している。

※株式会社日本ブロードキャストネットワーク（2024年12月、NHKの100%出資により準備会社として設立）
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共同利用型モデル

 親局や大規模局などの電波が遮蔽されて
いる、山間部などの小さな集落をカバー

 世帯数： 数十～数百世帯

 空中線電力： 0.05Ｗ以下

極微小電力中継局（ミニサテ局）

〈局舎内画像〉

中継局共同利用型モデル
● 2025年12月、中継局共同利用推進全国協議会において、NHKと全国の民間放送事業者が「共同利用型モデル」のスキームに合意。

合意に基づく取組の経費として591億円を計上したNHKの2026年度収支予算等が、2026年３月に国会で承認。
● NHKから総務省へ、株式会社日本ブロードキャストネットワークへの出資（放送法第20条の２）と、一般財団法人NHK財団への出捐

（放送法第20条第9項）に関する認可申請が行われ、2026年６月15日に認可。

 各都道府県の小規模な都
市をカバー

 世帯数：1万世帯以下

 空中線電力： ３Ｗ以下

小規模中継局

〈局舎内画像〉

出資：200億円（※） 出捐：400億円

（株）日本ブロードキャスト
ネットワーク（J-BN）
ミニサテライト局共同利用

NHK財団
基金による経費助成

① 中継局の共同整備

• 放送事業者が共建する小規模中継局・ミニサテ局の更新経費

• 新たに共建する場合の費用

② 将来の放送ネットワーク維持に向けた取組（ブロード
バンド等代替（BB等代替）の実現に向けた取組等）へ
の助成

放送法第20条の２に定める基幹放送局提供子会社と
して、以下の事業を行う。

① 全国の極微小電力中継局（以下「ミニサテ局」と
いう。）560局の保有・管理業務

② 当該局の地上基幹放送事業者への提供

ＮＨＫ

（※）出資する200億円のうち、2024年12月の設立時に１億円。2025年3月に7.78億円を追加出資済。  



20放送ネットワーク強靱化アクションプラン
 「広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・確保方策の充実・強化検討チーム」（2025年9月取りまとめ）における、

放送ネットワークの強靱化の議論を踏まえ、総務省では、 2040年頃の次期更新時期までを当面の目途とし、放送がその社会的役割
を維持していくための具体的取組（放送ネットワーク強靱化アクションプラン）を策定（2026年5月）。

 アクションプランでは、①放送事業者のリエゾン派遣、②放送事業者等向けの財政支援、③臨時災害放送局の活用等の施策に取り組み、
地上テレビ・ラジオ、ケーブルテレビの自然災害等による放送停波事故件数の縮減を目指す。

※ 今後のアクションプランについては、「共同利用型モデル」による放送事業者が所有・運用する中継局等の取扱い、放送全体での将来的なインフラの在り方として、
放送コンテンツのインターネット配信の拡大を見据えつつ、インターネットも含めた情報空間全体という観点からの検討も踏まえて、見直すこととしている。

【地上テレビ・ラジオ】
現在 ９６．６件 （ 2019～2023年の平均）

↓（２５％減少（※１））
将来 ７２．５件未満（ 2030～2034年の平均）

【ケーブルテレビ】
現在 ４４．２件 （ 2019～2023年の平均）

↓（３０％減少（※１）（※２））
将来 ３０．９件未満（ 2030～2034年の平均）

（※１）自然災害等での放送停波事故の発生実績（５年平均）と、放送ネットワークの強靱化に係る補助事業の実施件数に基づき推計
（※２）幹線・加入者回線部分（引込端子数）の光化率は、民間投資も含め、2034年までに幹線１００％、加入者回線８０％を目指す

同検討チームでの取りまとめ アクションプランでの主な取組
リエゾン派遣などを通じた
官民連携の充実

放送事業者のリエゾンと、国、自治体、電力事業者、通信事業者等との連携訓練の実施による、
関係機関との協力体制の強化、緊急対応力の向上  等

事業継続計画の実効性確保、
放送ネットワークの強靱化

放送ネットワークの多重化、放送設備の耐震強化、停電対策などの取組を促進する財政支援の
ほか、難視聴地域を支える辺地共聴施設の高度化の促進 等

衛星放送やインターネットによる
地上放送波の代替・周知

東経110度CSのスクランブル解除や情報入手手段の重層化等を促すリーフレットを用いた
自治体等への継続的な周知 等

臨時災害放送局の活用促進 臨時災害放送局の運用に係る無線従事者資格の特例措置の検討や、自治体が、コミュニティ放送
事業者と連携して臨時災害放送局を円滑かつ迅速に開局・運営するためのマニュアル整備 等

受信環境の確保、平時からの備え 指定避難所の受信環境調査に基づく受信環境の構築事例集や、上記リーフレットを用いた
自治体等への継続的な周知 等

【目標】
放送停波
事故件数
の縮減



21衛星放送の概要

東経110度CS放送
（HD42番組、SD12番組）

BS放送
（8K1番組、4K9番組、

HD26番組）

東経124/128度CS放送
（HD128番組）

三波共用受信機・共用アンテナ
により視聴可能

専用受信機・専用アンテナ
により視聴可能

※ HD：ハイビジョン画質
 SD：標準画質
（2026年4月1日現在）

NHK衛星契約
2,169万件（2025.３末）

WOWOＷ
216.7万件加入（2026.３末）

スカパー!（旧スカパー！ｅ２）
186.5万件加入（2026.3末）

プレミアムサービス（旧スカパー！）
53.2万件加入（2026.3末）

 衛星放送には、BS放送、東経110度CS放送、東経124/128度CS放送の３種類のテレビジョン放送があり、映画、スポーツ、
ドラマ、ドキュメンタリーなど多様な番組を提供。

 衛星放送に係るインフラコストを削減するため、次期放送用衛星はBS･CS共同衛星とする免許方針。



22衛星放送インフラのあり方等に関する意見募集の結果
 BS放送の新規衛星に係る無線局の免許方針をはじめ、衛星放送に関する制度や取組等の検討の参考とするため、衛星放送業に

携わる者又は衛星放送業への参入を検討している者を対象とした意見募集を実施。（2026年２月５日～27日。計26者が回答。）

1. 衛星放送インフラのあり方
（1）衛星放送インフラの調達・整備等に関して留意すべきであると考える事項

→ 衛星放送に係るインフラコストの低減に向けて、BS・CSの共同衛星による調達・打上げを行う等の取り組みが重要である、といった意見。
（2）インフラコストに係る透明性の確保に資するため、衛星放送インフラを提供する事業者（インフラ提供事業者）が基幹放送事業者に対して

提供すべきであると考える情報に関する事項
→ インフラ提供事業者に事業計画の概要及びコスト構造に関する情報提供、期間内のコスト低減に向けた計画の提供を期待する、といった意見。

（3）衛星放送インフラのコスト低減化のために留意すべきであると考える事項
→ 一律のサービス及び利用料金ではなく、放送事業者が求めるサービス内容に応じた利用料金の算定方法の導入に期待する、といった意見。

（4） 衛星放送インフラの安定的な運用のために留意すべきであると考える事項
→ コスト面に加え、予備衛星の運用体制、サイバーセキュリティ対策、地上設備の耐震・バックアップ機能等の「品質・安定性」を求める意見。

（5） 衛星放送の普及のために衛星放送インフラの提供事業者が留意すべきであると考える事項
→ 定期的な約款変更について放送事業者も参画した形の検討の場が必要、といった意見。

2. 衛星放送に関する制度や取組等
（1） 衛星放送に係る制度や衛星放送インフラの活用のあり方に関する事項

→ 衛星インフラによる代替も視野に入れた地上デジタル放送ネットワーク効率化に向けた環境整備、
 災害が発生しても放送を継続できる衛星による補完体制の確立に向けた環境整備等衛星放送の位置づけについての検討を求める意見。

（2） その他今後の衛星放送のあり方に関する事項
→ 放送を取り巻く厳しい状況を鑑みて、地上波放送・衛星放送も併せ、放送の将来像の方向性の提示を求める意見。

意見募集項目と主な提出意見



23次期放送用衛星の免許方針

【審査方法（案）】
 次期放送用衛星の免許方針を定め、次のステップで審査。

① 絶対審査：申請者が衛星ハード事業者として最低限満たすべき基準をクリアしているか、電波法関係審査基準及び
免許方針に掲げる審査事項（絶対審査事項）により審査を行う

② 比較審査：複数の申請者が上記①をクリアし、かつ希望する周波数が重複している場合は、免許方針に掲げる審査事項
（比較審査事項）により比較審査を行い、上位の申請者１者に予備免許を付与する

＜①絶対審査事項＞
・衛星調達方法等について、適正かつ安価にするための工夫がされているものであること。BS・CSの共同衛星であること。
・料金の算定根拠、コスト構造、コスト削減の取組に関する内容等を含めて、衛星基幹放送事業者に対して等しく情報開示すること。
・衛星基幹放送事業者の負担額について、既存の料金よりも低廉なものであること。上限額が定められていること。
・衛星基幹放送事業者の意向を聴取するための方法が適正かつ明確に定められていること。
・既存の衛星基幹放送事業者の事業の継続に必要な地上放送設備を確保すること。

＜②比較審査事項＞
・資金計画、事業遂行上必要な設備の整備計画等がより確実であること。
・衛星の調達や打上げ等に要する費用をより低廉にするための計画がより充実していること。
・衛星基幹放送の安定的な提供及び普及を図るための計画がより充実していること。
・インフラコストの料金水準がより安価であること。
・BCPやサイバーセキュリティ等安全・信頼性を確保するための対策がより充実していること。

免許方針（主要事項）

 衛星放送インフラのあり方に関する意見募集の結果も踏まえ、次期放送用衛星の免許方針（案）を策定。
 今後、免許申請受付・審査・予備免許付与等を順次実施予定。
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親局

中継局

地上TTL 共聴
施設

※ＴＴＬ：Transmitter to Transmitter Link
送信所（親局や中継局）間を結ぶ番組中継回線

現行のTTL（地上TTL）

 地上テレビ放送では、中継局への放送番組伝送のため、マイクロ波の無線通信回線（地上TTL）を利用。
 近年、携帯電話（６G）や無線LANのためマイクロ波の周波数需要が高まっていることから、放送衛星を活用して中継局向けに

放送番組を伝送する手法（衛星TTL）の実現を目指し、技術的検討を開始。

「周波数ひっ迫対策技術試験事務」
2026年度～2027年度（２か年）、2026年度当初予算額11億円

衛星TTLの実現に向けた検討

親局

中継局

中継局

放送衛星

共聴
施設

中継局

中継局

地球局

衛星TTL

衛星TTL



25説明項目

情報空間が多様化していく中での放送の価値・役割（１）

今後の放送サービス・産業の在り方（２）

今後の放送インフラの整備・維持の在り方（３）

 NHKの現状（業務面、財務面、組織面）
 NHKの「三位一体改革」の現状

NHKの位置付け・役割（４）
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目的外業務（放送法第20条第３項）  

 施設・設備の提供・賃貸（第１号）

 番組制作の受託（第２号）

NHKの業務の全体像

必須業務（放送法第20条第１項） 

 国内放送
（第１号）
・中波放送
・超短波放送 
・地上テレビ放送

 国内衛星放送
（第２号）
・衛星テレビ放送

 必要的配信

・同時配信（第３号）
・見逃し配信（第４号）
・番組関連情報の配信
（第５号）

 放送に関する
研究開発（第６号）

 国際放送
（第７号）
 国際衛星放送
（第８号）

任意業務（放送法第20条第２項） 

 中継国際放送（第１号）

 任意的配信（第２号・第３号）
－ 過去番組の配信、放送番組の配信事業者への提供

 放送番組等の外国放送事業者への提供（第４号）

 外国人向けテレビ国際放送番組等の
放送事業者への提供（第５号）

 附帯業務（第６号）

 多重放送事業者への放送設備の賃貸（第７号）

 委託調査研究、技術援助、放送従事者の養成
（第８号）

 特認業務（第９号）

※ 営利目的の禁止（放送法第20条第４項） NHKは、業務を行うに当たっては、営利を目的としてはならない。 ※ NHK本体の業務全般に適用。
※ 区分経理義務（放送法第73条第２項）  任意的配信業務（専ら受信料を財源とするものを除く。）及び受託業務等に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。

≪総務大臣認可≫

≪主な関連規律≫

≪総務大臣認可≫

＜現行サービス＞

AMﾗｼﾞｵ（NHK AM)
FMﾗｼﾞｵ（NHK FM)
地上ﾃﾚﾋﾞ（総合、教育）

BSﾃﾚﾋﾞ
（BS、BSP4K、BS8K）

NHKONE
NHKﾗｼﾞｵらじる★らじる
NHKﾜｰﾙﾄﾞJAPAN
(外国人向けﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ)
NHKﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
(邦人向けﾃﾚﾋﾞ)
NHKﾜｰﾙﾄﾞ･ﾗｼﾞｵ日本
(邦人向けﾗｼﾞｵ)

NHKﾜｰﾙﾄﾞJAPAN
NHKﾜｰﾙﾄﾞ･ﾗｼﾞｵ日本
NHKﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

放送技術研究所
放送文化研究所

あまねく義務
（放送法第20条第５項）

番組編集の特則
（放送法第81条第１項）

・ 公衆の要望、文化水準の向上
・ 地方向け放送番組
・ 文化の保存、育成、普及

全ての放送番組を配信
（ただし、現在は地方向け番組
の一部と衛星放送は猶予）

番組関連情報の配信は、
業務規程を定め、競争評価を実施

（放送法第20条の４）

要請放送
（放送法第65条）

≪実施基準の総務大臣認可≫

 NHKの業務は、本来業務であって、行うことを義務付けられている必須業務、目的達成業務であって、その実施が協会の判断に任さ
れている任意業務、及び目的と関わりのない業務であって、必須業務、任意業務の円滑な遂行に支障のない範囲において行うことの
できる目的外業務がある。



27NHKグループの財務基盤

地上放送
・中波放送
・超短波放送 
・地上テレビ放送

 衛星放送
・衛星テレビ放送
（国際放送を含む）

 必要的配信
・同時・見逃し配信
・番組関連情報の配信

• 任意業務（第２項）
 ＮＨＫオンデマンド 等

• 受託業務等（第３項） 
 ＮＨＫホールの

利用料等

NHK本体の
放送法上の義務
・営利目的の禁止
（第20条第４項）
・あまねく受信義務
（第20条第５項）
・区分経理義務
（第73条第２項）
・広告放送の禁止
（第83条）等

衛星付加受信料収入
約1,657億円
（850円／月）

基本受信料収入
約4,244億円
（1,100円／月）

配信のみ契約者からの収入
2025年10月から開始
（1,100円／月）

必須業務
（放送法第20条第１項） 

受信料収入：約5,901億円    

任意業務 等
（放送法第20条第２・３項）

第２号・第３号有料業務
約65億円
(インターネット活用業務勘定）
※１

約12億円
（受託業務等勘定）
※１

ＮＨＫ
（金額及び職員数は

NHK2024年度決算値）

関連団体（子会社・関連会社・関連公益法人等）※2
NHK
以外

売上高計：約2,729億円
（対前年度比 ２％減）
職員数  ：5,928人

NHK本体→子会社等
約1,762億円

NHK以外→子会社等
約967億円

※2  子会社等の業務は放送法の営利目的禁止規定の対象外。子会社等の業務範囲や利益剰余金の扱いは「関連団体運営基準」（ＮＨＫが策定）等により規定。

事業収入：約6,125億円（※１）
職員数：9,975人

 ＮＨＫの財務基盤は受信料財源によって主に支えられており、その他収入（副次収入、財務収入、交付金等）は全体の数％に
留まる。

子会社等→NHK本体
副次収入 約46億円

配当 約31億円

※1  約6,125億円は一般勘定のみ、インターネット活用業務勘定、受託業務等勘定の事業収入を記載

その他収入： 約223億円



28NHKグループの組織概要

関連公益法人等子会社 関連会社

※ 協会は、法律又は政令で定められた、協会の業務と密接な関連を有する事業を行う者に対して出資することができる。（国会の予算承認、大臣認可が必要）

 NHKは、業務の効率的な遂行を確保するため、関連団体に出資を実施。

N
HK

本
体

NHKメディア
ホールディングス

NHKエンタープライズ

NHKエデュケーショナル

NHKグローバル
メディアサービス

NHKアート

NHKプロモーション

日本ブロードキャスト
ネットワーク（JｰBN）

日本国際放送（JIB）

NHKテクノロジーズ

NHK出版

NHK文化センター

NHKビジネスクリエイト

NHK営業サービス

番組制作の委託 等

教育番組の制作の委託 等

ニュース・報道番組の制作の委託 等

放送番組の制作に係る
美術業務の委託 等

放送番組に関連した
催し物の企画、実施 等

番組制作に係る技術業務、
システムの管理・運用の委託 等

放送番組に係るテキストの発行 等

講座の運営を通じた
放送番組の利用促進 等

建物・設備の総合管理、
福利厚生事務の委託 等

受信料関係事務の委託 等

外国人向けテレビ国際放送
番組の制作・送出の委託 等

基幹放送局設備の保有・管理 等

NHK Cosmomedia America, Inc

放送衛星システム（B-SAT）

ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ

北米地域における動画配信事業、NHK関連番組の制作とその支援業務 等

基幹放送局提供事業、放送衛星の調達・管制 等

B-CAS方式の統括的な運用・管理 等

NHK財団

NHK交響楽団

NHK学園

NHK厚生文化事業団

放送事業者従業員に対する研修、
研究開発に基づく技術の移転、
特許の斡旋・番組情報誌の発行 等

放送利用を目的とする演奏会の実施 等

放送を利用する通信制高等学校 等

障害者・高齢者福祉事業への助成、
社会福祉番組の普及 等

※ その他関連法人として共済組合、健康保険組合

※基幹放送局提供子会社
（放送法第20条の２）

※関連事業持株会社
（放送法第22条の２）

NHKメディアホールディングスの傘下子会社

NHK

経営委員会
委員12名、任期３年

執行部【理事会】
会長、副会長、理事（７～10名）で構成

任期：会長・副会長３年、理事２年

監査委員会

放送技術研究所

放送文化研究所

会計監査人

経営委員会
委員12名、任期３年

・ 経営の重要事項の議決
・ 役員の職務執行の監督
・ 会長の任免 等 ※放送法第21条



29NHKの「三位一体改革」の現状

業務

受信料

ガバナンス

中期経営計画等における方針

 2023年10月から受信料の値下げを行う
（中計）

  還元目的積立金制度（放送法の一部改正）

子会社を含むNHK関連団体について、全体の
規模を縮小し、団体数を削減（中計）

財団の統合を検討（中計）

NHKの出資対象に中間持株会社を追加
（放送法の一部改正）

2023年10月の受信料額の１割値下げ
地上契約は月1,100円、衛星契約は月1,950円
受信料収入の減少に対応するため、事業支出

を削減しつつ2027年度の収支均衡を目指す

足元の状況

2024年３月末に衛星１波（BSプレミアム）
を、2026年３月末にAM１波（ラジオ第２）
を削減
  2025年10月からNHK ONEサービス開始

 2022年12月、中間持株会社であるNHK
メディアホールディングスを設立し、計５社を
傘下子会社化
2022年12月に４財団を合併

衛星波は2023年度末に１波削減、ラジオは
2025年度に１波削減（中計）
営業経費の更なる抑制（中計）
訪問によらない営業、特別あて所配達郵便 等
インターネット配信の必須業務化（放送法の一

部改正）

 NHKは中期経営計画（2021-2023年度、2024-2026年度）等における方針の下、「業務」「受信料」「ガバナンス」の一体的な改革
に向けた取組をこれまで実施。



30（参考）英国BBCの在り方に関する「グリーン・ペーパー」

● 第１章「信頼される組織のために」
視聴者に対するアカウンタビリティを果たすための改革案。市民参加や透明性の確保、特許状の期限の見直し、監督機能の検証、
健全な組織文化・企業体制 等

● 第２章「公益に資するサービスのために」
コンテンツ・サービスに関する改革案。BBCの使命として「正確性」を加えるかどうか、偽・誤情報に対抗するためのメディアリテラシー
向上の取組、地域の声を拾い上げ、国民の議論を束ねるための役割、デジタル環境への対応とAI技術の開発 等

● 第３章「イギリスの経済成長を促すために」
各地域におけるクリエイティブ産業への貢献、技術・研究・人材開発支援、他の市場参加者を保護することによる多元性の確保 等

● 第４章「持続可能で公平な財源制度のために」
受信許可料制度の改革の必要性を提起。
商業収入の拡大（BBC Studios（国際商業部門）の収益拡大、新たな収入源の開発、広告の導入、サブスクリプション）、
受信許可料の決定の方法、適切な減免措置、徴収方法、国際放送の財源など８つの論点を挙げる。

 英国政府は、2025年12月に、2027年末に期限を迎えるBBCの特許状を更新するにあたって、BBCの役割や必要な改革について
考え方を示した「グリーン・ペーパー」※を公表。
※ 英国BBCの特許状は10年前後で更新。その都度、BBCの目的や任務などは政府との交渉で改定されるが、その議論の出発点となるもの。

 2026年３月10日まで行った国民への意見募集の結果も踏まえ、2026年中に英国政府は政策をまとめた「白書」を公表予定。

「グリーン・ペーパー」で設定されているテーマ



31本日ご議論いただきたい事項

 情報空間が多様化する中での放送の価値・役割について

 放送サービス・産業、放送インフラ、公共放送（NHK）のあるべき姿について

 放送の価値・役割、あるべき姿を踏まえて、考えられる施策の方向性について

・ 放送の価値・役割を踏まえた、放送サービス・産業、放送インフラ、公共放送の望ましい姿について

・ 放送の価値・役割を将来に向かって維持・アップデートしていくために必要なビジネスモデルについて

・ 基幹産業の一つとしての側面をどのように捉えるか。どのように成長産業化していくか

・ 放送の価値・役割の維持・アップデートという観点から、放送インフラはどうあるべきか

・ （今後の放送サービス、インフラの在り方を考慮しつつ、）NHKが担うべき役割は何か 等

・ 前回会合でご意見の出た社会的な情報・コンテンツ（報道、地域情報、災害情報等）に加えて、その他の
コンテンツ（娯楽等）の位置付けをどのように考えればよいか

・ 情報空間が多様化する中で、従来の放送の役割・価値のうち、相対化してきているものはないか

・ 放送の多元性・多様性・地域性の確保の在り方について、どのように考えればよいか 等


